
別紙様式第11

公表の対象となる随意契約を締結した場合の報告及び公表の様式（令和3年度　契約分）　

№ 物品等又は役務の名称 数量
随意契約担当部課の名称

及び所在地
随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の氏名及び住所
随意契約に係
る契約金額

随意契約によることとした理由
その他必要な
事項（備考）

1 ベッドサイドモニタ　PVM-4761 4
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年5月31日
新生メディカル株式会社
八戸市沼館2丁目1-21

3,080,000円 
機器の故障・修理不能に伴う更新であり、緊急の必要により競争
に付することができない場合に該当するため。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

2 筋弛緩モジュール  AF-201P 5
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年5月31日
新生メディカル株式会社
八戸市沼館2丁目1-21

2,013,000円 
機器の故障・修理不能に伴う更新であり、緊急の必要により競争
に付することができない場合に該当するため。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

3 血液浄化装置　ACH-Σ　Plus 1
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年6月30日
株式会社協和医療器
本社
八戸市北白山台2丁目1-9

6,600,000円 
機器の故障・修理不能に伴う更新であり、緊急の必要により競争
に付することができない場合に該当するため。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

4 マイクロサージェリー手術台 1
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年9月21日
新生メディカル株式会社
八戸市沼館2丁目1-21

8,865,120円 

新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援
事業に申請予定で、緊急の必要により競争に付することができな
い場合に該当するため。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

5 IABP駆動装置 1
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年9月30日
株式会社南部医理科
八戸営業所
八戸市根城８丁目１０－８

9,977,000円 

新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援
事業に申請予定で、緊急の必要により競争に付することができな
い場合に該当するため。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

6
分娩台
DG-JN900 ES19

2
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年9月30日
株式会社協和医療器
本社
八戸市北白山台2丁目1-9

5,492,300円 

新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援
事業に申請予定で、緊急の必要により競争に付することができな
い場合に該当するため。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

7

免疫発光測定装置
（ルミパルス）
G1200 Plus

1
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年11月30日
東北化学薬品株式会社
八戸支店
八戸市沼館1丁目15-3

8,580,000円 
感染症検査機関等設備整備事業で、緊急の必要により競争に付
することができない場合に該当するため。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

8

FPDポータブル撮影装置
（MobileDaRt Evolution）
MX8VersionS

1
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年11月29日
新生メディカル株式会社
八戸市沼館2丁目1-21

15,999,500円 

新型コロナウィルス感染症重点医療機関等設備整備事業で、緊
急の必要により競争に付することができない場合に該当するた
め。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

9
超音波ガストロビデオスコープ
GF-UCT260

1
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年9月29日
新生メディカル株式会社
八戸市沼館2丁目1-21

7,480,000円 

新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援
事業に申請予定で、緊急の必要により競争に付することができな
い場合に該当するため。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

1



別紙様式第11

№ 物品等又は役務の名称 数量
随意契約担当部課の名称

及び所在地
随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の氏名及び住所
随意契約に係
る契約金額

随意契約によることとした理由
その他必要な
事項（備考）

10
小腸用処置用スコープ
EN-580T 1

管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年9月29日
コセキ株式会社
八戸出張所
八戸市下長1丁目16-21

2,970,000円 

新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援
事業に申請予定で、緊急の必要により競争に付することができな
い場合に該当するため。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

11
汎用超音波画像診断装置
Voluson P8 BT18

2
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年12月23日
株式会社協和医療器
本社
八戸市北白山台2丁目1-9

8,140,000円 

新型コロナウィルス感染症重点医療機関等設備整備事業で、緊
急の必要により競争に付することができない場合に該当するた
め。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

12
超音波画像診断装置
Sonosite EdgeⅡ

1
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年12月27日
共立医科器械株式会社
八戸支店
八戸市根城3丁目18-3

5,082,000円 

新型コロナウィルス感染症重点医療機関等設備整備事業で、緊
急の必要により競争に付することができない場合に該当するた
め。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

13
透析用監視装置
TR-10EX-B

2
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年12月16日
株式会社協和医療器
本社
八戸市北白山台2丁目1-9

5,588,000円 

新型コロナウィルス感染症重点医療機関等設備整備事業で、緊
急の必要により競争に付することができない場合に該当するた
め。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

14
デジタルX線回診車
Sirius Starmobile tiara3 1

管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年12月21日
新生メディカル株式会社
八戸市沼館2丁目1-21

23,980,000円 

新型コロナウィルス感染症重点医療機関等設備整備事業で、緊
急の必要により競争に付することができない場合に該当するた
め。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

15 生体情報モニタ一式 1
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年12月23日
新生メディカル株式会社
八戸市沼館2丁目1-21

15,856,500円 

新型コロナウィルス感染症重点医療機関等設備整備事業で、緊
急の必要により競争に付することができない場合に該当するた
め。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

16 分娩監視装置 1
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年12月27日
共立医科器械株式会社
八戸支店
八戸市根城3丁目18-3

2,128,500円 

新型コロナウィルス感染症重点医療機関等設備整備事業で、緊
急の必要により競争に付することができない場合に該当するた
め。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

17 ベッドサイドモニタ（新生児用） 1
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年12月23日
新生メディカル株式会社
八戸市沼館2丁目1-21

1,006,500円 

新型コロナウィルス感染症重点医療機関等設備整備事業で、緊
急の必要により競争に付することができない場合に該当するた
め。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

18 保育器  インキュI（ネルコア付） 1
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和3年12月21日
共立医科器械株式会社
八戸支店
八戸市根城3丁目18-3

5,250,080円 

新型コロナウィルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産
期・小児医療体制確保に係る設備整備等事で、緊急の必要によ
り競争に付することができない場合に該当するため。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

新型コロナウィルス
関連補助金

19 ベッドパンウォッシャー 2
管財施設課
八戸市大字田面木字中明戸2

令和4年2月28日
新生メディカル株式会社
八戸市沼館2丁目1-21

4,004,000円 
機器の故障・修理不能に伴う更新であり、緊急の必要により競争
に付することができない場合に該当するため。
(日本赤十字社会計規則第36条第3項)

（１）公表対象の随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価又は予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
（２）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。
（３）随意契約によることとした理由については、単に根拠条文を引用するのみでなく、具体的理由を簡潔に記載する。
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